
経済・財政一体改革(社会保障改革)の取組状況

令和元年12月5日
加藤臨時議員提出資料
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令和２年度診療報酬改定について

l 一般病院（全体平均）の損益率は、引き続きマイナス。一般病院（医療法人）でも、１／３以上の病院は赤字。
l 他産業と比べて、医療分野の賃金の伸びは低い状況。物価は上昇している。

１

損益率の状況
○ 一般病院（全体平均）の損益率は、
Ｈ29年度：▲3.0％、Ｈ30年度：▲2.7％
であり、引き続きマイナス

産業計

医療業

○ 損益率は、H29年度：2.6%、H30年度：
2.8%だが、約半数の病院は損益率が低下
○ 平均値として黒字だが、１/３以上の病院は赤字
○ 収支の状況をみると、収入は1.3％増、費用
1.0％増。費用の増加の主な要因は給与費２％増
○ 設備投資額は1.6％減、減価償却費は1.0％減

○ 他産業の賃金の伸びと比べると、医療分野の
賃金の伸びは低い
○ 物価は上昇している

◆ 一般病院の損益率

一般病院（医療法人）の収支状況

※１国公立を除く全体には、医療法人のほか、日赤、 済生会、厚生連
等の公的医療機関が含まれる

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

全体 ▲3.7％ ▲4.2％ ▲3.0％ ▲2.7％

国公立を
除く全体 0.4％ 0.1％ 0.3％ 0.9％

医療
法人 2.1％ 1.8％ 2.6％ 2.8％ 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

※ 27年度を100として指数で表示※２医療経済実態調査は２年に１回（奇数年）実施され、その前年
度と前々年度の経営状況を調査しているが、調査回ごとに対象の医療
機関が異なるため、異なる調査回の間での比較は困難

◆ 給与費等の推移（一般病院（医療法人））

従業者の賃金・物価の推移

医療機関の経営状況等

● 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進【重点課題】
● 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
● 医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進
● 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

診療報酬改定の基本方針案（４つの柱）

＜全産業と医療分野の賃金の伸びの比較＞

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
物価指数 100 100 100.7 101.4



介護の生産性向上

①簡素化：様式、添付書類や手続の見直し

②標準化：自治体毎のローカルルールの解消

③ICT等の活用：ウェブ入力・電子申請

○「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」の開催
令和元年8月～
○国、自治体及び介護サービス事業者の
協働により、行政に提出する介護分野の
文書の負担軽減について検討

12月４日

とりまとめ

各取組につき
今後3年以内の
実施時期を明記

※保険者機能強化推進交付金も活用して推進。

実施

２

○介護ロボット・ICT導入補助の拡充（令和２年度）

（現行の支援に加えて、以下の拡充を検討）

○ICT導入（ケア記録ソフト等）補助額の引上げ ○見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備（Wi-Fi工事、インカム）の補助

（介護ロボットの開発実証拠点（リビングラボ）等のネットワーク）

○介護ロボットの開発実証拠点（リビングラボ）を含む
関係機関のネットワーク化を図り、全国版プラット
フォームを構築し、大規模な効果検証を行い、
取組を加速化。

企業

大学

リビング
ラボ

介護施設

行政

○介護ロボット活用
による介護報酬・
人員基準上の評価

・エビデンス
データの蓄積
・そのデータを
基に検討

報酬・人員基準の
逐次見直し

○介護ロボット活用のタイムスタディ調査の実施（令和２年度）

○全国版プラットフォームの構築（令和２年度）



適用拡大の労働者への影響について

○ 適用対象となり得る短時間労働者のうち、第３号被保険者（被扶養の配偶者）は４分の１程度。
○ 第３号被保険者についても、前回の適用拡大の際には、就業調整した人より労働時間を延ばした人の方が多い。
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保険加入したパートの標準報酬ごとの分布

国民年金第1号被保険者

44.6%

国民年金第3号被保険者

26.9%

国民年金非加入

28.4%

週労働時間20-30時間・月収8.8万円以上
のパート労働者の被保険者区分

※ 厚生年金の適用を受け
ず、被扶養者でもない者

※ 厚生年金被保険者
の被扶養配偶者

※ 20歳未満または
60歳以上の者等

54.4

70.1

57.9

36.9

15.9

32.7

第3号被保険者

第1号被保険者

計

保険加入（労働時間延長など） 労働時間短縮
その他・無回答

（注）調査に回答した短時間労働者から元々厚生年金加入者だった者を除いた3,323人のうち、適用拡大に際して
「働き方が変わった」と回答した15.8％（526人）の内訳の数値。なお、上記3,323人の中には、適用拡大の対
象となった者のほか、義務的適用拡大の対象でない企業（従業員500人以下の企業等）に勤務する者、労働時
間や賃金などで適用要件をそもそも満たしていない者も含まれる点に留意。

適用拡大に際して働き方を変えた者の具体的な変更内容

被用者保険の適用拡大の影響分析

○ 企業の現場における短時間労働者への丁寧な説明
・ 社会保険加入のメリットや働き方の変化について企業が従業員に丁寧に説明することで、就業調整を回避

適用拡大を更に進めるに当たり、労働者本人への周知・企業から従業員への説明支援のための取組を行う。

○ 適用拡大と処遇改善を行った事業主への支援
・ 今年度キャリアアップ助成金を拡充。一層の周知を図るとともに、PDCAを行いながら効果的な実施に取り組む。

分析を踏まえた今後の対応

○ 実際に適用を受けた短時間労働者の収入は増加傾向。
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参考資料
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・ロボット技術を用いて介助
者のパワーアシストを行う
装着型の機器

・ロボット技術を用いて介助者
による抱え上げ動作のパ
ワーアシストを行う非装着
型の機器

・高齢者等の外出をサポートし、
荷物等を安全に運搬できる
ロボット技術を用いた歩行支
援機器

・排泄物の処理にロボット技術
を用いた設置位置調節可能
なトイレ

・介護施設において使用する、
センサーや外部通信機能を
備えたロボット技術を用いた
機器のプラットフォーム

・高齢者等の屋内移動や立
ち座りをサポートし、特にト
イレへの往復やトイレ内で
の姿勢保持を支援するロ
ボット技術を用いた歩行支
援機器

・在宅介護において使用する、
転倒検知センサーや外部通
信機能を備えたロボット技術
を用いた機器のプラットフォー
ム

・高齢者等の外出をサポートし、
転倒予防や歩行等を補助す
るロボット技術を用いた装着
型の移動支援機器

・ロボット技術を用いて排泄を
予測し、的確なタイミングでト
イレへ誘導する機器

・ロボット技術を用いてトイレ内
での下衣の着脱等の排泄の
一連の動作を支援する機器

・高齢者等とのコミュニケー
ションにロボット技術を用い
た生活支援機器

・ロボット技術を用いて、見守り、
移動支援、排泄支援をはじ
めとする介護業務に伴う情
報を収集・蓄積し、それを基
に、高齢者等の必要な支援
に活用することを可能とする
機器

○非装着 ○屋内 ○在宅

○動作支援

○装着 ○排泄物処理○屋外 ○施設

介護業務支援
○トイレ誘導

○装着
イメージ図（ニーズ・シーズ
連携協調協議会報告書より
転載）

イメージ図（ニーズ・シーズ連
携
協調協議会報告書より転載）

イメージ図（ニーズ・シーズ
連携協調協議会報告書より
転載）

危ないので
動かないで
ください

○生活支援

・ロボット技術を用いて浴槽に
出入りする際の一連の動作
を支援する機器

民間企業・研究機関等 ＜経産省中心＞

○日本の高度な水準の工学技術を活用し、高齢者や介護現場
の具体的なニーズを踏まえた機器の開発支援

介護現場 ＜厚労省中心＞

○開発の早い段階から、現場のニーズの伝達や試作機器につ
いて介護現場での実証(モニター調査・評価)

モニター調査の
依頼等

試作機器の
評価等

介護ロボットの開発支援の重点６分野

○経済産業省と厚生労働省において、重点的に開発支援する分野を特定開発重点分野

移乗支援 移動支援 見守り・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

排泄支援 入浴支援
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○ 前回の介護報酬改定において、介護ロボット活用に関する介護報酬の見直しを試行的に行った。

○ 具体的には、特別養護老人ホーム及びショートステイにおける夜勤職員配置加算について、見守り機器の

導入により効果的に介護が提供できる場合に、通常「１名分の人員を多く配置」することが必要なところ、

「0.9名分の人員を多く配置」することで足りることとした。

○ ただし、その際、以下の要件を満たすことが必要。

① 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15％以上に設置していること。

② 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われていること。

前回の介護報酬改定（平成30年度）における介護ロボット活用関係の見直し

通常の夜勤職員配置加算の要件 見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算の要件

• 夜勤時間帯の夜勤職員数：
夜勤職員の最低基準＋1名分の人員を多く配置してい
ること。

• 夜勤時間帯の夜勤職員数：
夜勤職員の最低基準＋0.9名分の人員を多く配置していること。

• 入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上
に設置していること。

• 施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会
を設置し、必要な検討等が行われていること。
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サ
ー
ビ
ス
提
供
に
伴
う
文
書

行
政
が
求
め
る
文
書

種類 内容 作成頻度 提出先

指定申請関連文書 介護サービス事業者の指定を受けようと
する場合に、申請者の基本情報や、申
請対象の事業所の人員・設備等が基準
に該当することを確認するための情報等
を記載。

・新規指定時・更新時（6年毎）
・変更時

指定権者

サービス種別により、
都道府県または市町村

報酬請求関連文書 介護報酬の加算を受けようとする場合に、
加算取得の要件に該当することを確認
するための情報等を記載。

・新規請求時
・変更時
※介護職員処遇改善加算等、年1回の提
出文書を求める加算あり

指導監査関連文書 指導監査にあたり、事前または当日に提
出を求められる文書。

数年に1回 指定権者・保険者

種類 内容 作成頻度 提出先

ケア記録等 ケアの提供に関連する記録
（例）
・アセスメント結果の記録
・ケアプラン
・具体的なサービス提供の記録
・利用者の状態に関する記録
・モニタリングに関する記録

・ケアの提供票・介護給付明細等（報酬請
求に繋がる記録）

日々作成
（サービス提供都度）

事業所にて作成・
保管

指導監査等の際に、
提出を求められる場合が

ある

介
護
分
野
の
文
書
に
係
る
負
担
軽
減
に

関
す
る
専
門
委
員
会
に
よ
り

文
書
負
担
軽
減
を
推
進

生
産
性
向
上
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や

Ｉ
Ｃ
Ｔ
導
入
助
成
に
よ
り

文
書
負
担
を
軽
減

介護サービス事業者が作成する文書の種類と負担軽減
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働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険（年金・
医療）の適用拡大を進めていくことが重要。

① （2016年10月～）501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。

② （2017年４月～）500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能とする。（国・地
方公共団体は、規模にかかわらず適用とする）

③ （2019年９月末までに）更なる適用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施。

週30時間以上

これまで ①2016年10月～

(1)週労働時間20時間以上

(2)月額賃金8.8万円以上（年収換算で約106万円以上）
（所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない）

(3)勤務期間１年以上見込み

(4)学生は適用除外

(5)従業員 501人以上の企業等
（適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定）

更なる適用拡大
について検討

（
週
の
所
定
労
働
時
間
）

500人 （従業員数）

30時間

20時間

＜被用者保険の適用拡大のイメージ＞

2016年10月からの
適用拡大の対象（約44万人）

(強制適用）

※ 人数は2019年6月末時点のもの

被用者保険の適用対象
（強制適用）

②2017年４月～

左記(1)～(4)の条件の下、500
人以下の企業等について、

・民間企業は、労使合意に基
づき、適用拡大を可能に

・国・地方公共団体は、適用

③2019年９月末まで

2017年４月からの
適用拡大の対象

(労使合意に基づく任意の適用)

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要
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すべての国民が安心できる質の高い医療提供体制の構築

地域医療構想
2019年度 2020年度 2025年度‥

地
域
医
療
構
想
の
実
現

2020年９月頃
公立・公的医療機関
等の再検証期限

民間医療機関の対応方針策定を促進
４機能別の病床分類に基づく手法の深化、

民間の取組促進のための更なる分析

・消費税財源を活用した病床のダウンサイジング支援の追加的方策
【予算編成過程で検討】

公
立
公
的

民
間

共
通

・ 公立・公的医療機関等の医療機能
を分析。分析結果に基づき、対応方
針再検証を要請する公立・公的医療
機関等を公表（9月26日）

・ダウンサイジングや機
能連携・分化を含む再
編統合について、来年
９月までの再検証を要
請する

・地域医療全体を見直す観
点から、民間医療機関の
診療実績データを都道府
県等に提供

・地域医療構想の達成に向けた病床機能の再
編について、各地域での議論に基づき、地
域医療介護総合確保基金も活用しつつ対応

重
点

・重点支援区域について
都道府県から情報収集

・重点支援区域に対する国による直接的支援
【20年実施】

・基金の効果的メリハリ付け【19年度検討、20年度実施】

2019年度中
都道府県医師確保計画の策定

PDCAサイクルに基づく
３年毎の計画の見直し

医師偏在対策

医師の働き方改革

2036年
医師偏在是正の達成

時間外労働上限の特例水準の検討
(1,860時間/年 B水準、C水準)

2019年中
一定のとり
まとめ

2024年度～
労働時間規制の開始と
地域医療にも配慮した
特例水準の効果的活用、
タスクシフト/シェアの推進

タスクシフト/シェア推進の検討

三位一体の取組

９

経済財政諮問会議（令和元年10月28日）加藤臨
時議員提出資料



l 閣議決定や与党提言等を踏まえて、2021年度以降に実現を目指す未来と2025年度までの計画・工程表を策定。
l データヘルス改革で実現を目指す未来に向け、「国民、患者、利用者」目線に立って取組を加速化。
l 個人情報保護やセキュリティ対策の徹底、費用対効果の視点も踏まえる。

ゲノム医療・AI活用の推進
p 全ゲノム情報等を活用したがんや難病の原因究明、

新たな診断・治療法等の開発、個人に最適化され
た患者本位の医療の提供

p AIを用いた保健医療サービスの高度化・現場の負
担軽減

医療・介護現場の情報利活用の推進
p 医療・介護現場において、患者等の過去の医

療等情報を適切に確認
p より質の高いサービス提供が可能に

自身のデータを日常生活改善等につなげるPHR
の推進
p 国民が健康・医療等情報をスマホ等で閲覧
p 自らの健康管理や予防等に容易に役立てるこ

とが可能に

データベースの効果的な利活用の推進
p 保健医療に関するビッグデータの利活用
p 民間企業・研究者による研究の活性化、患者

の状態に応じた治療の提供等、幅広い主体が
メリットを享受

今後のデータヘルス改革の進め方について（計画）
～新たなデータヘルス改革が目指す未来～

• 全ゲノム解析等によるがん・難病の原因究明や
診断・治療法開発に向けた実行計画の策定

• AI利活用の先行事例の着実な開発・実装

• 保健医療情報を全国の医療機関等で確認で
きる仕組みの推進と、運用主体や費用負担の
在り方等について検討

• 電子カルテの標準化推進と標準規格の基本的
な在り方の検討

• 自らの健診・検診情報を利活用するための環
境整備

• PHR推進のための包括的な検討

• NDB・介護DB・DPCデータベースの連結精
度向上と、連結解析対象データベースの拡充

• 個人単位化される被保険者番号を活用した
医療等分野の情報連結の仕組みの検討

※パネル検査は、がんとの
関連が明らかな数百の遺伝
子を解析

薬剤情報
健診情報
診療情報

データベース

【取組の加速化】 【取組の加速化】

【取組の加速化】【取組の加速化】

第６回テータヘルス改革推進本部資料
（令和元年９月９日）より作成
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2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023～
2025年度

データヘルス改革の今後の主な工程表①

○ゲノム医療の推進
• 質の高い全ゲノム情報と臨床情報を国
内のがんゲノム情報管理センターに集
積し、分析・活用できる体制の整備

• 国民がゲノム情報等により不利益を被
ることがない社会を作るための必要な
施策

○AI活用の推進
• 重点６領域（※）を中心としたAIの開

発・利活用が期待される分野の精査
• AI活用の先行事例（画像診断支援等）

について、着実な開発と社会実装
• 医療関係職種へのAI教育、国際展開な

どの取組推進

○パーソナル・ヘルス・レ
コード（PHR）の推進

• 自らの健診・検診情報の利活用を推
進するため、電子化や相互互換性の
あるデータ形式の推進等について整
理するとともに、データ提供等に関
する契約条項例等を提示

• PHRの在り方に関する基本的な方向
性や課題について包括的な検討

がんゲノム医療提供体制の整備
がんゲノム情報管理センター（C-CAT）の本格稼働 がんゲノム医療提供体制の整備

ＡＩ戦略に基づく医療関係職種への教育、国際展開等の取組

AI開発加速コンソーシアムにおける議論の整理を踏まえた取組の推進
重点６領域を中心としたAIの開発・利活用が期待される分野の精査

本人の健診結果を継続的に活
用できる環境整備等の方向性
等について整理

PHRの在り方に関する基本的な方向
性・課題の整理と工程表の策定

工程表に沿った対応
生涯にわたる健診・検診情報を標準化され
た形でデジタル化・蓄積

（※）重点6領域：ゲノム医療、画像診断支援、診断・治療支援、
医薬品開発、介護・認知症、手術支援

●乳幼児健診等（20年６月）
●特定健診等（21年3月）

●薬剤情報（21年10月）マイナポータル
での提供

社会実装に向けた開発
促進

第６回テータヘルス改革推進本部資料
（令和元年９月９日）より作成

直近の状況
※1 「がんに関する全ゲノム解析等の推進に関する部会（10/16、11/20、12/3）」、「難病に関するゲノム医療の推進

に関する検討会（10/8、11/19 、12/3 ）」を開催し、議論しているところ。
※2 「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム（11/20）」において、年度内に工程表を作成する方針を確認、画像診断

支援以外の5領域におけるロードブロックについて議論を開始。

直近の状況

※2

※1 厚生科学審議官健康診査等専門委員会において、健診結果等を原則、XML形式で記述することや、できる限り長期間
本人が活用できることが望ましいこと等を含む報告書を公表。

※2 「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」を立ち上げ、第2回（11/20）において、PHRの検討におけ
る留意事項を議論した。（座長預かり）

※1

※2

全ゲノム解析等について数値目
標や人材育成等を含む具体的な
実行計画の策定

実行計画に沿って着実に実施
※1
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2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023～
2025年度

データヘルス改革の今後の主な工程表②

○医療・介護現場の情報利活用
の推進

• 保健医療情報を全国の医療機関等で確認
できる仕組みの推進

• 薬剤情報、特定健診等情報以外のデータ
項目について、運営主体や費用負担の在
り方等について検討、工程表の策定

• 電子カルテの標準化の推進、電子処方箋
の本格運用、介護事業所のICT化の推進と
医療・介護情報連携に必要な標準仕様の
作成・普及

• 医療的ケア児等医療情報共有サービスの
稼働

○データベースの効果的な
利活用の推進

• ナショナル・データベース（NDB）、介
護保険総合データベース（介護DB）等
以外の公的データベースとの連結解析に
ついて検討

• 個人単位化される被保険者番号を活用し
た医療等分野の情報の連結の仕組みの検
討と必要な法的手当

• 科学的に自立支援等の効果が裏付けられ
た介護を実現するため必要なデータを収
集するデータベース（CHASE）の構築

• クリニカルイノベーション・ネットワー
ク（CIN）の疾患登録の運用改善と利活
用促進

技術動向を踏まえた電子カルテの標準化を推進

薬剤情報や特定健診等情報以外のデータ項
目について、医療機関等で確認できる仕組
みを推進するための検討を進め、実現のた
めの工程表を策定

工程表にのっとって具体化

NDB等とその他の公的データベースとの連結解析について検討、法的・技術的課題が解決できた
データベースと順次連結解析の運用開始
個人単位化される被保険者番号を活用した医療等情報の連結の仕組み
を検討し、必要な法的手当を実施 運用開始

CHASEのデータベース構築 CHASEの本格運用開始、科学的介護の実現

●特定健診等情報（21年3月）
●薬剤情報（21年10月）

全国の医療機関で確認で
きる仕組みの稼働

●医療的ケア児等医療情報共有サービスの本格運用（20年度中）

電子処方箋の
本格運用に向
けた検討

電子処方箋の普及のために必要な方策を実施

介護分野のICT化推進、医療・介護連携の標準仕様の作成・普及

●NDB・介護DB（20年度中） ●DPCデータベース（22年度）連結解析の運用開始

CINの疾患登録の運用改善と利活用

「電子処方せん
の運用ガイドラ
イン」を改定

第６回テータヘルス改革推進本部資料
（令和元年９月９日）より作成

直近の状況
※1 「医療等分野情報連携基盤検討会（10/10）」において、医療機関等で確認できる仕組みを推進するための検討を進め、

実現のための工程表策定に向けた議論を開始。
※2 「標準的医療情報システムに関する検討会」において取りまとめた「技術面からみた今後の標準的医療情報システムの

在り方について（11/29）」を踏まえて、医療情報化支援基金の補助要件を検討。
※3 「電子処方箋の円滑な運用に関する検討会（9/2、9/26）」において、「電子処方せんの運用ガイドライン」改定に向

けた検討を行った。

直近の状況
※1 「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議（11/15）」において、2020年10月の法施行に向け、政省令事

項の考え方について議論し、了承を得た。
※2 「医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みに関する検討会」において、報告書を公表した（10/2） 。

※１

※1
※2

※3

※2
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医務技監 【副本部長 兼 事務局長】

①ゲノム医療推進
②人工知能（AI）活用推進
③パーソナル・ヘルス・レコード推進
④医療・介護現場での情報利活用推進
⑤公的データベースの連結解析推進
⑥カルテデータ等データベースの利活用推進
⑦審査支払機関改革
⑧横断的課題検討

データヘルス改革推進本部の実施体制

厚生労働事務次官 【本部長代行】

厚生労働大臣【本部長】

厚生労働省顧問【本部顧問】
松本純夫独立行政法人国立病院機構

東京医療センター名誉院長

プロジェクトチーム
（担当審議官＋関係課室長）

幹事会（各プロジェクトチームの
主幹事・幹事で構成）

審議官 （医療介護連携、データヘルス改
革担当） 【事務局長代理】

政策統括官 （統計・情報政策、政策評価
担当） 【事務局長代行】

l 「今後のデータヘルス改革の進め方について」に沿ってデータヘルス改革の取組を加速し、患者・国民や医療・介
護の現場等がメリットを実感できる健康・医療・介護分野のICTインフラ環境を整備するため、プロジェクトチーム
の再編を行って、各プロジェクトを進めているところ。

データヘルス改革推進本部の実施体制について

プロジェクトチーム 主幹事

①
ゲノム医療推進プロジェ
クトチーム

大臣官房審議官（危機管理、科学技術・イノベーショ
ン、がん対策、国立高度専門医療研究センター担当）

②
人工知能（ＡＩ）活用推進
プロジェクトチーム

大臣官房審議官（危機管理、科学技術・イノベーショ
ン、がん対策、国立高度専門医療研究センター担当）

③
パーソナル・ヘルス・レ
コード（ＰＨＲ）推進プロ
ジェクトチーム

大臣官房審議官（健康、生活衛生、アルコール健康
障害対策担当）

④
医療・介護現場での情
報利活用推進プロジェク
トチーム

大臣官房審議官（医政、医薬品等産業振興、精神保
健医療、災害対策担当）

⑤
公的データベースの連
結解析推進プロジェクト
チーム

大臣官房審議官（医療介護連携、データヘルス改革
担当）

⑥
カルテデータ等データ
ベースの利活用推進プ
ロジェクトチーム

大臣官房審議官（医政、医薬品等産業振興、精神保
健医療、災害対策担当）

⑦
審査支払機関改革プロ
ジェクトチーム

大臣官房審議官（医療保険担当）

⑧
横断的課題検討プロ
ジェクトチーム

大臣官房審議官（医療介護連携、データヘルス改革
担当）

データヘルス・審査支払機関改革
アドバイザリーグループ改革の実施

に向けた
助言・指導
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